鳥取県 医療政策課 行　
（FAX　0857-21-3048）
※各省への入館手続き上必要なため、取材をご希望される場合は、この申込票で鳥取県医療政策課へ事前に申込みしてくださいますようお願いします。
（締切：令和8年5月１４日（木））
　なお、取材不可とされる場合もございますので、あらかじめ御了承ください。
	鳥取県医療政策課　（担当：水口）
 電話 0857-26-7173　FAX 0857-21-3048


「全国自治体病院開設者協議会及び全国自治体病院協議会による
国への要望」に関する取材申込票
	報道機関名
	

	取材される方
（代表者）
	御名前
	

	
	当日連絡の取れる
携帯電話番号
	

	
	メールアドレス
※１
	

	取材で来訪される
スタッフの総人数
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

	取材先（省）
※２
	１．総務省
２．厚生労働省　　　　　　　　　※取材希望先に○印を付けてください。

	入館証の要否
※３
	要（枚数：　　　　　枚）　　・　　否

	スチールの有無
（○で囲んでください）
	有　　　・　　　無

	ムービーの有無
（○で囲んでください）
	有　　　・　　　無


※１　メールアドレスは、日程が固まった段階（概ね5月18日（月））での御連絡、また当日急な変更等があった場合に御連絡させていただくために記載をお願いするものです。お手数をおかけいたしますが、御協力をお願いいたします。
※２　取材を希望される省に○印を付けてください。
※３　入館証の要否が省毎に異なる場合は、各々記載してください。
